
平成２7年〔2015年〕12月21日発行【ちば広域連合だより　第１9号】

高齢者ができる限り長く自立した日常生活を送るため、適切な保健事業を実施するための計画
広域連合、広域連合ホームページ（http://www.kouiki-chiba.jp）、市（区）町村の後期高齢者医療担当課
平成27年12月2１日（月）から平成28年1月２０日（水）まで
意見・住所・氏名・電話番号を記入して、郵送（〒263-001６ 千葉市稲毛区天台６－４－３　国保会館内 千葉県
後期高齢者医療広域連合給付管理課あて）、FAX（０４３－２０６－００８５）、または電子メール
（info＠kouiki-chiba.jp）により提出してください。（書式の指定なし）
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（平成２7年11月18日第2回定例会現在）

第２回定例会の議案と議決結果

■議案第1号 【原案認定】平成２6年度一般会計歳入歳出決算の認定について

平成２6年度特別会計歳入歳出決算の認定について■議案第2号 【原案認定】

■議案第3号 【原案可決】平成２7年度一般会計補正予算(第１号)

■議案第4号 【原案可決】平成２7年度特別会計補正予算(第2号)

 (議案名中の『千葉県後期高齢者医療広域連合』は省略)

 (会議録は、１２月末にホームページに掲載予定です。)

　11月18日に、千葉市内で平成27年第2回千葉県後期高
齢者医療広域連合議会定例会が開催されました。
　定例会では、広域連合長が提出した、平成27年度一般会
計補正予算案など4件が審議され、全て原案のとおり可決さ
れました。
　一般質問には4人が登壇し、後期高齢者医療制度と広域連
合の運営についての質疑が行われました。
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次回の広域連合議会定例会は、平成28年2月10日（水）に開催する予定です。

受付時間/午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

データヘルス計画（案）についてご意見をお待ちしています

お問い合わせ先　給付管理課　☎043-216-5013

〈お問い合わせ先〉給付管理課　☎043-216-5013

「被保険者資格の喪失等に伴う医療費の請求」及び
「被保険者の負担割合変更等に伴う一部負担金の差額分の請求」について

お問い合わせ先　議会事務局　☎043-216-5011

平成２７年第２回広域連合議会定例会が開催されました

　広域連合では、被保険者の一部負担金に関する公平性の確保と適正な医療給付を図るため、「被保険者資格の喪失に伴う医療費の
支払い」や「被保険者の負担割合の変更に伴う差額分についての支払い」を求める納入通知書をお送りします。

●「被保険者資格の喪失等に伴う医療費の支払い」とは・・・
　転出等により被保険者資格を失った後、又は資格を取得される前に、被保険者証を使用
して医療給付を受けた際、当広域連合で負担した医療費を返還していただきます。
●「負担割合の変更に伴う差額分支払い」とは・・・
　所得の修正申告等により、医療機関等で受診した際に窓口でご負担いただく負担割合が、
１割から３割負担に変更となった場合、２割分の差額を返還していただきます。

　該当するかたには、広域連合から通知をお送りいたしますので、同封の納入通知書に記載されている金融機関で、納付期
限までにお支払いをお願いします。

※現在、平成22年以降、所得の修正等があったすべてのかたについて、確認作業を行っており、過去
の分についても、返還を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※負担割合が３割から１割に変更となった場合の差額分の請求の際は、申請手続が必要となりますので、お住まいの市区町村窓口で
お手続をお願いします。

FAX

議会事務局

各課共通

本誌

広域連合が策定中の「保健事業実施計画（データヘルス計画）（素案）」について、被保険者のみなさまのご意見を募集します。
＜案の概要＞
＜閲覧場所＞
＜募集期間＞
＜提出方法＞


